
患者様へのご案内  
 

▼一般名での処方について  
政府は医療費を抑えるためにジェネリック医薬品の利用を推し進めています。 
 

 ▼⻑期処方・リフィル処方箋について 
 当院は患者様の状態に応じ、28 日以上の⻑期の処方を行っております。 
 
 ▼生活習慣病管理料（Ⅱ）について  
令和６年（2024 年）６月から厚生労働省の方針で、高血圧・脂質異常症・糖 尿病のいずれかを主
病名とする患者様は、従来の管理料から『生活習慣病管理 料（Ⅱ）』へと移行します。 この改定に
よって、患者様には個々に応じた目標設定、血圧や体重、食事、運 動に関する具体的な指導内容、
検査結果を記載した『療養計画書』へ初回だけ 署名（サイン）を頂く必要がございます。ご協力の
ほどよろしくお願いします。  
 

▼院内感染予防対策について 受診歴の有無に関わらず、発熱その他感染症を疑わせるような症状の
ある 患者様を受入れるために必要な感染防止対策として、以下の取り組みをしてお ります。 

 
•感染性の高い疾患が疑われる場合は、一般診療の方と分けての対応としております。 
 
•当院外来においては、患者様の受診歴の有無にかかわらず、 発熱その他感染症を疑わせる疾患（イ
ンフルエンザや新型コロナウイルス感染症など）の外来診療に対応します。 

 
•医師会と連携体制を構築し、院内感染対策の向上に努めます。 
 

 •抗菌薬については厚生労働省のガイダンスに則り、適正に使用いたします  
 
▼医療情報の活用について 
 当院は質の高い診療を実施するため、オンライン資格確認や電子処方箋のデータ等から取得する情
報を活用して診療を行っています。  

 
▼医療 DX 推進体制整備について 
 医療 DX 推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び
活用して診療を行っております 


